
第 3 章 騒 音

第 1 節 騒音の現況

1 概 要

騒音は各種公害の中で も 、 日 常生活に特に関係の深い も のであ るが、 そ の発生源は多種多様であ り 、

音量、 音質、 発生時間等によ っ て受け る被害 も異る 。 昭和 5 8 年度の騒音苦情は、 全苦情件数 17 1 件

の 2 0 % に当た る 3 5 件を 占め 、 こ の う ち 製造業に伴 う 騒音が 1 1 件 と最 も 多 く 、 次 いで商店、 飲食

店営業に伴 う 騒音が 6 件、 建築土木工事に伴 う 騒音が 5 件 と な っ て い る 。

近年、 特に道路に沿 っ た地域で大型自動車の走行に伴 う 騒音が著 し い状況にあ る 。

2 各種騒音測定調査結果

( 1 ) 自動車騒音調査

環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して 、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地点、 米子市 6 地

点及び境港市 3 地点。十 1 8 地点にお いて 自動車騒音測定を し 、 併せて交通量 源付自動二輪車以上)

を調査 し た 。 (表 9 6 )

こ の囲査は騒音に係る環境基準に基づ く 測定方法で行い 、 その中央値の平均値を見れば、 鳥取市

6 4 ~ 7 1 ホ ン (A ) 、 倉吉市 6 8 ~ 7 0 ホ ン (A ) 、 米子市 6 4 ~ 7 1 ホ ン (A ) 、 境港市 6 0

~ 6 8 ホ ン ( A ) であ り 、 県庁前及び米子駅前を除いて環境基準相当 と みな さ れる値に不適合であ

る が、 騒音規制法第 1 7 条に規定する指定地域内 におけ る 自動車騒音の限度と比較する と鳥取警察

署付近を除き 、 他は限度以下であ っ た 。

(2 ) 環境騒音実態調査

昭和 5 8 年度中に 、 騒音規制法に基づ く 規制地域の指定を行っ て い る 4 市 ( 3 2 地点) 及び港湾

埋立事業に伴 う 騒音監視地点 1 市 ( 8 地点) 。十 4 市 ( 4 0 地点) で実施 した調査の結果は表 9 7 の

と お り であ る 。

捌査結果を見る と環境基準A に相当す る地域 (主 と し て住居の用 に供さ れる地域) 及び環境基準

B に相当す る地域 (相当数の住居と併せて商業、 工業等の用 に供さ れる地域) では環境基準相当の

適合率はそれぞれ 4 5 %及び 4 2 %であ っ た 。

ま た 、 道路に面す る地域と面さ な い地域で見て も 、 道路に面する地域での環境基準相当の適合率

2 1 %、 その う ち 、 A相当類型では朝 ･ 夜間 4 5 % 、 昼間 夕は 1 1 %、 B相当類型では朝及び夜

間がそれぞれ 1 8 %及び 5 5 %昼間及び夕は 、 それぞれ 1 8 %及び 1 8 % と な っ てお り 、 いづれ も

朝 ･ 夜間に比べて 、 昼間 ･ 夕が悪か っ た。

道路に面さ な い地域の適合率は 6 7 % 、 そ の う ち 、 朝 ･ 昼間及び夕でそれぞれ 8 0 %、 8 5 %及び 7 0

% と良いが 夜間は 3 5 % と悪か っ た 。 こ の よ う に道路に面する地域での適合率が悪いが しか し

いづれの地域において も騒音規制法第 1 7 条に規定する 自動車騒音の限度をほ とんど満足 して い る。
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表 9 6 昭和 5 8 年度 環境週間行事におけ る 自動車騒音測定結果

測 定 地 点 所 在 地

道 路 が

有 す る

車 線 数

自 動 車 騒 音

騒 音 レ ベ ル

〔中央値ホ ソ負D

環境基準相当値

〔中央値ホ 濱AD

相当 とみ

な さ れる

地 域
の適否環境基準相当

自動車騒音
の 限 度

で中央値ホ ズ鰡]

授域窕
相当 とみ

な さ れる

地 域
授域窕最高

値 誉
平均
値

鳥取市
鳥 取 駅 前

、 楽7水

温 泉 町
2 車 線
を こ え る

6 7 6 4 6 6 B 65以下 × 第 3 種 8 0

日 交 旅 行
セ ン タ ー 前

末 広
温 泉 町

2 車 線
を こ え る

7 0 6 8 6 9 んソ れソ × イン れソ

県 庁 前 東 町
2 車 線
を こ え る

6 7 6 3 6 4 メソ メソ ○ " メソ

大 村 薬 局 雨 片 原 2 車 線 6 8 6 5 6 6 れソ メソ × たソ 7 5

鳥 取 警 察 署
附 近

青 葉 町 2 車 線 7 2 6 9 7 1 A 55以下 × 第 2 種 7 0

面 谷 外 科 前 吉 方 町
2 車 線
を こ え る

6 9 6 3 6 7 " " × メソ 7 5

米子市
米 子 駅 前 明 治 町

2 車 線
を こ え る

6 5 6 3 6 4 B 65以下 ○ 第 3 種 8 0

中 国 電 力 前 加 茂 町
2 車 線
を こ え る

7 3 6 9 7 1 " ジ メソ × メソ メソ

明 治 生 命 菌 角 盤 町
2 車 線
を こ え る

7 2 6 5 6 9 メソ メソ × ‘ソ メソ

消 防 署 附 近
(理容セ ン ス前)

富士見町
2 車 線
を こ え る

7 1 6 5 6 8 " " × メソ ノン

鳥 取 銀 行
米 子 支 店 前

西 福 原
2 車 線
を こ え る

7 2 7 1 7 1 " れソ × パン たソ

隠 樹 建 築
事 務 所 前

米 原
2 車 線
を こ え る

7 0 6 6 6 9 A 55以下 × 第 2 種 7 5

倉吉市
打 吹 駅 前 明 治 町 2 車 線 7 1 6 5 6 8 B 65以下 × 第 3 種 メソ

倉吉駅前通 り 上 井
2 車 線
を こ え る

7 1 6 8 7 0 " たツ × メソ 8 0

宮 川 町
ロ ー タ ノ ー

宮 川 町
2 車 線
を こ え る

7 0 6 6 6 8 メソ メソ × れソ たソ

境港市
鳥 取 銀 行
境 港 支 店 前

上 道 町 2 車 線 6 9 6 7 6 8 A 55以下 × 第 2 種 7 0

境港公民館薗 湊 町 2 車 線 6 5 6 2 6 3 れソ れソ × イン メツ

山陰合同銀行
※ 1境西支店前

外 江 町 2 車 線 6 5 5 4 6 0 " メソ × メソ たソ

(注) 測定値は午南 8 時か ら午後 4 時ま での 2 時間お き 5 回の測定

適否と は環境基準のあてはめを行 っ た場合の判定

※ 1 は昭和 5 6 年ま では中国電気工事境港出張所前

※印は 、 片側車線の車両台数
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昭 和 5 4 年 ~ 5 8 年 の 経 年 変 化 ( 平 均 値 )

自 動 車騒音 〔 中 央値 ホ ン ‘斜 〕 総 車 両 通過 台 数 ( 大 型 車 )

(台/ 1 0分間)

54 年度 55 年度 56 年度 57 年度 58 年度 54 年度 55 年度 56 年度 57 年度 58 年度

6 4 6 3 6 6 6 7 6 6 67 (4) 140 (7) 1 33 ( 1 7)
類

7 1 (8) 1 40 ( 1 4)

6 7 6 8 6 9 7 0 6 9 87 ( 1 2) 341 (28) 206 ( 1 7)
※

78 (5) 205 ( 1 3)

6 3 6 4 6 4 6 4 6 4 65 (7) 143 ( 14) 1 33 ( 1 3 ) 145 ( 18) 1 52 ( 14)

6 7 6 5 6 6 7 0 6 6 80 (4) 162 (8) 1 50 (4)
※

6 1 (0) 1 38 ( 3)

7 1 6 8 7 1 7 0 7 1 147 ( 1 2 ) 258 ( 19) 308 (23 ) 283 (29) 295 ( 18)

6 6 6 7 6 8 6 7 1 77 ( 1 0 ) 1 80 ( 1 5) 1 83 (1 7) 1 89 ( 1 7)

6 6 6 7 6 9 6 8 6 4 48 (4) 192 (2 1 ) 188 (20) 1 17 (4) 1 18 ( 6)

7 2 7 1 7 2 7 1 7 1 1 1 3 ( 1 3) 356 (45) 365 (53) 256 (33) 246 ( 33)

6 9 7 1 7 2 7 3 6 9 95 (8) 333 (43) 36 1 (43) 302 (3 1 ) 3 1 3 ( 35)

6 8 6 9 6 9 6 6 6 8 94 ( 1 1 ) 263 (20 ) 242 (23 )
※

1 27 (5 ) 247 ( 14)

7 1 7 3 7 3 7 0 7 1 1 64 (20) 377 (36) 349 (43)
※

205 ( 1 2 ) 347 ( 27)

7 1 6 8 6 7 6 8 6 9 1 52 (20) 326 (36) 264 (32)
※

1 75 ( 1 2) 366 ( 35)

7 0 7 0 6 8 7 0 6 8 1 35 ( 1 2) 99 (9) 1 2 1 (8 ) 94 (7) 1 0 1 ( 6 )

7 3 6 9 6 9 6 8 7 0 180 ( 1 7) 228 ( 18) 23 1 (20) 258 ( 16 ) 238 ( 17 )

6 7 7 0 6 8 6 8 223 ( 1 5) 2 1 5 ( 1 0) 190 (7) 2 1 0 (6 )

6 9 6 7 6 8 6 6 6 8 59 (7 ) 1 29 ( 1 2) 1 02 ( 1 2) 1 16 ( 1 0) 1 1 1 ( 1 1 )

6 5 6 3 6 4 6 4

｢

6 3 56 (6) 1 13 ( 1 2) 1 06 ( 13 ) 97 (9) 1 00 ( 1 1 )

6 1 5 9 6 1 5 5 6 0 3 1 (3) 59 (6) 54 (5) 52 (3) 64 (8 )



表 9 7 昭和 5 8 年度 環境騒音捌査結果

地
区
測
定
月
日

測定場所 所在地 道路名 車
線
数

測定値〔ホン(周り
朝 購 夕 鵺

鳥
取
市
9
月
7
日

山の手センター前 吉方町 国道29号 り
乙

^
U

ヮ
J

Q
J

A
U

A
U

A
U

53

"鳥取市文化ホール前 " 寸
■■▲

在
れ性

｣｢
l
I
J

れ
T

^
=
〕

ん
性

n
U

自
生吉方温泉町 県道福部鳥取線 り

乙

n
乙

に
J

バ
自生

A
U

･1
I

-

A
U

自
生

に
u

" " Q
J

Q
J

“
"T

“
4

n
U

召
せ

R
U

Q
U喫茶｢ぱるうあ｣前 田園町 国道29号 り

乙

Q
J

衣
U

n
Y〉

ぬ
U

ワ
‘

A
U

Q
J

に
U

" " Q
J

月
4 ワ
‘

“
生

Q
U

4
4

n
乙

“
""鳥取ストア前 天神町 国道53号 自

生

R
U

A
U

R
U

ぬ
U

ワ
･‘

A
U

“
4

に
〉

一“ " R
U

力
を

Q
U

“
"
T

一馬
‘

-

に
J

ワ
‘

れ
れせ

倉
吉
市
9
月
14
日

倉吉ホーム電業前 大正町 国道313号 n
乙

作
れせ

に
J

ワ
ー

A
U

ワ
!

に
一〉

ワ
#

“
召せ中部医師会館前 " n

U

“
自生

に
U

“
せ

n
U

召
す

リ
ノム

召
せ善正寺前 河原町 国道313号 つ

れ

^
=〕

ヮ
#

ぬ
U

ぬ
U

ハ
ノム

A
U

51"境内 " G
U

バ
れれを

貧
U

バ
サ

バカ
性

イ
れれ性

ず
I

-

れ
性倉吉西中学校裏 秋喜 県道倉吉赤碕中山線 つ

&

ヮ
‘

“
性

れ
仕

に
J

つ
&

A
U

52倉吉西高グフンド横 " 在
れ寸

月
4

Q
J

カ
マ

に
J

れれ
了

0
O

召
せ中国電気工事前 八尾 国道179号 “

"

Q
J

ぬ
U

^
〕〉

“
○

ワ
‘

A
U

51倉吉市農協支所薗 " ハ
U

“
生

Q
U

れ
れ性

Q
J

“
nn了

Q
J

カ
性

米
子
市
9
月
盤

･蜷
日

戸口田医院薗 上福原 県道皆生西原線 ハ
マ

51 ワ
‘

A
U

Q
U

A
U

れ
T

に
U"晏 " 〔

U

自
生

Q
J

れ
性

Q
J

れ
れ性

Q
J

召
せ田辺外科医院薗 道笑町 号1

･I
-

Q
U

1
･I

-

道国 ら
乙

Q
J

ぬ
U

ね ▲1
I

-

ワ
‘

62建設省職員宿舎前 " れ
れ仕

自
生

^
〕
〉

召
せ

A
U

月
4 に
J

ハ
せ高野産業第二車庫前 抵園町 号Q

J

道国 ら
/“

Q
J

ぬ
U

･1
･上

一

ワ
#

T
･I

-

ワ
‘

つ
乙

A
V鉄道宿舎裏 " “れ

T

“
生

^
〕〉

れ
丁

A
V

月
4 に
J

れ
れ仕建設省米子出張所前 車尾 号ハ

リ

道国 召
せ

り
乙

ワ
‘

リ
ム

ワ
‘

Q
J

A
V

^
mmU

R
U"製 " に

J

に
J

A
U

に
J

に
J

に
一U

リ
ノム

に
J

境
港
市

9
月
埒

･第
日

境公民館前 湊町 線港境子米道県 つ
“

^
“
〉

に
〉

邱 八
U

A
U

灯
せ

に
J境小学校裏 " す

上
一

“
生

R
U

“
れT

n
v

召
せ

Q
U

O
J山陰合銀境西支店前 外江町 線巷境子米道県 ハ

ノム

劫 G
U

に
U

G
U

に
J

ぬ
U

イ
生松本進宅薗 " ワ

ム

イ
ハサ

｣1
1

-

“
仕

q
〉

Q
J

Q
J

Q
J順天堂ハウジングフンド前 東本町 線港境道県 リ

ノム

Q
J

“
召
せ

イ
ー
-
-

A
U

つ
乙

に
J

Q
U

れ
吐"晏 " リ

ム

“
せ

Q
U

“
"仕

･1
1

-

4
丁

Q
U

Q
J都田水産薗 上道町 号T

･I
-

Q
J

れ
仕

道国 れ
土

ん
せ

A
V

A
U

黛
U

Q
U

に
〕

う
り

R
J"畏 "

一

れ
性

4
月す

A
V

れ
性

R
U

Q
U

n
U

れ4北陽タイヤサービス前 竹内町 号1
･I

-

Q
U

在
れ性

道国 れ
せ

つ
自

ワ
ー

ワ
ー

ぬ
U

1
4

A
U

A
U

R
J安達正冶宅.前 " “

生

れ
れ?

51 A
U

メ
ハナ

に
J

月
性浜田プロソク工業前 " 号す

･I
▲

?
J

れ
性

道国 4
n
せ

ぬ
U

A
V

Q
U

A
U

A
U

ぬ
U

召
せ

に
U"-長 " ワ

話

4
4

即 A
U

自
生

A
U

れ
性武良水産加工場前 高松町 号1

･L
-

Q
J

れ
れナ

道国 作
れ丁

1
･I

-

A
U

R
U

A
V

召
せ

A
V

A
U

に
J鈴木豊徳宅前

"

｢
11召

す

自
生

Q
J

カ
サ

n
XU

れ
ナ

R
Y

召
す工業試験場入口 新屋町 号｣1

4

Q
J

れ
T

道国 ハ
マ

う
り

に
J

Q
J

ぬ
U

ワ
‘

A
U

八
U

A
U"内 " R

J

4 附 ワ
r

4 r
o

“
〃
T

1 . 時間区分 騒音 昼間 : 午前 8 時~午後 7 時、 朝夕 : 午前 6 時~午前 8 時 と午後 7 時~
2. 測定時刻 午前 5 時、 7 時、 1 0 時、 午後 4 時、 7 時 、 1 0 時

3 騒音の眉間 ･ 夜間の測定値は各時間区分の平均値であ る 。

4 . 交通量は 、 自動二輪車以上の道略に面する地点の通過車両台数であ る 。 上段は総数、 下段

･
･
時
る
車

夕
7
あ
過

朝
、
で
通

、
時
値

の
時
4
均
点

7
後
平
地

後
午

の
る

-
、
分
ず

暑
　
　
　

　
　

　
　

　
　　

　
　

時
o
間
に



交通量()大型 (台/10分間) 騒音に係る環境基準(相当)中央値 〔ホン毯D 自動車騒音の限界中央値〔ホン(AD

朝 麗 夕 鵺 檄
垂

基隼値(相当) 環境基準相当 適ぐd否(×) 竪
粉 麒 影 鵺

昼間 影 鵺 朝 翻 夕 鵺

290
④

175
②

192
の

"
⑤

A に
J

に
u

n
Y

に
J

に
〉

自
生

× × X × n
乙

n
U

ワ
f

に
J

ぬ
U

に
J

に
J

" 50 に
J

“
nT

n
U

れ
性

○ ○ ○ ○

50
③

145
⑥

73
@

45
@

B “ n
U

A
U

に
J

に
J

○ ○ X ○ Q
J

75-7065

" n
U

貧
U

に
J

に
J

n
U

に
〉

○ ○ ○ ○

範
の

246
@

192
③

第
③

B に
J

A
U

n
Y

A
U

55 × × × × Q
U

75l7oi65

A n
V

に
J

氏
J

召
せ

ハ
U

作
れ"

○ ○ ○ ×

176
@

238
鱒 、

、
ノ

n
ノム

リ
ム

れ
d

芻
②

R
)

｢
1 に
J

R
U

n
U

A
U

に
J

に
J

× × × ○ 3 8ol75l65

" 60 広
J

に
J

50 ○ ○ ○ ○

“
3

100
⑪

“
勉

芻
Q

A に
〉

に
tV

^
""〕

に
J

に
J

召
"T

× × × × 2 7oL65L55

"

n
Y

に
u

に
J

自
生

ハ
U

イ
ハnT

○ ○ ○ ×

127
⑨

100
“

78
③

器
の

A 55 n
Y

に
u

に
J

“
4 × × × × つ
ム

7oL65155

" n
U

に
J

に
〉

れ
れ
性

^
U

イ
4 X ○ ○ ×

翔
2

57
⑥

れ
の

7
⑩

A に
J

に
J

n
U

に
U

に
J

召
せ

○ ○ × × 9
6

70165-55
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第 2 節 騒音の防止対策

僅 法 ･ 条例に よ る規制

(1 ) 騒音に係 る環境基準

公害対策基本法第 9 条の規定に基づ く 、 ｢騒音に係 る環境基隼｣ につ いて は 、 昭和 4 6 年 5 月 2 5

日付閣議決定によ り 騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全 し 、 人の健康の保護に資する

う えで、 維持される こ とが望ま し い基準 (以下 ｢環境基準｣ と い う 。 ) と し て定め られて い る 。

(表 9 8 )

なお、 当環境基隼は 、 地域の類型あてはめ制を と っ て い るが 本県にお いて は 、 昭和 5 9 年 3 月

3 1 日現在、 地域の類型あてはめは行っ てい ない。

環境基隼は 、 地域の類型及び時間の区分ごと に次表の基準値の欄に掲げる と お り と す る 。

表 9 8 騒音に係る環境基準 (昭和 4 6 年 5 月 2 5 日 閣議決定)

地域の類型
時 間 の 区 分

該 当 地 域
居 間 朝 ･ 夕 夜 間

A A 45ホ ン(鰡以下 40ホ ン(A以下 35ホ ン(川以下 環境基準に係る水域及び地域の指定権
限の委任に関する政令 (昭和 4 6 年政
令第 1 59 号) 第 2 項の規定に基づき都
道府県知事が地域の区分ご と に指定す
る地域

A 50ホ ン(A以下 45ホ ン(A以下 40ホ ン(A以下

B 60ホ ン(A)以下 55 ホ ン(斜以下 50ホ ン(A)以下

亀 川

(注) 1 . A Aをあてはめ る地域は療養施設が集合 して設置さ れる地域など特に静穏を要する地域

とす る こ と 。

2 . A をあて はめ る地域は主と して住居の用 に供さ れる地域とする こ と 。

3 . B をあてはめ る地域は相当数の住居と併せて商業、 工業等の用 に供される地域とす る こ

と 。 ただ し 、 次表に掲げる地域に該当す る地域 (以下 ｢道路に面す る地域｣ と い う。 ) につ

い て はその環境基準は上表によ らず次表の基準値の欄に掲げる と お り とす る 。

地 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線を有する道路に面する地域 55ホ ン於渡以下 50ホ ン(A以下 45ホ ン(A)以下

A地域の う ち 2車線を超える車線を有する道路に面する地域 60ホ ン(A)以下 55ホ ン(A)以下 50ホ ン(A)以下

B地域の う ち 2 車線以下の車線を有する道路に面する地域 65ホ ン(A)以下 60ホ ン(鼠以下 55ホ ン{鰡以下

B地域の う ち 2 車線を超える車線を有する道路に面する地域 65ホ ン(A)以下 65ホ ン(A)以下 60ホ ン(川以下

備考 車線と は 1 縦列の 自動車が安全かつ円滑に走行する ため に必要な一定の幅員を有す る帯状の

車道部分をい う 。
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表 9 9 一般的な騒音 レベル

ホ ン 状 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機のエ ン ジ ン の近 く

1 1 0 自動車の ク フ ク シ ョ ン 、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場、 やかま し い地下鉄

8 0 交通のはげ し い交差点

7 0 電。舌のベル ( 1 m )

6 0 会 。舌 ( 1 m ) 、 一般の事務室内

5 0 普通の事務室、 静かな住宅地

4 0 静かな図書館

3 0 深夜 、 フ ジオ ･ プ レ ビ放送のス タ ジオ 内

2 0 人の さ さ やき

1 0 木の葉の音

0

難

聴 作 会
惹 業 。舌

能 了

起 率 解
の の

低 低

下 下

(2 ) 騒音規制法

騒音規制法では 、 騒音を防止す る こ と によ り 生活環境を保全すべき地域を知事が指定 し く法第 3

条第 1 項) 、 こ の指定地域内 にあ る工場 . 事業場におけ る事業活動に伴 う 騒音 (法第 2 条第 1 項及

び第 2 項) 、 建役工事に伴 っ て発生する騒音 (法第 2 条第 3 項) を規制する と と も に 、 自動車か ら

発生す る騒音の許容限度 く法第 1 6条) を定め 、 更に道路交通に起因す る 自動車騒音について対策

を要。青 (法第 1 7 条) でき る こ と と して い る 。

本県におけ る地域指定状況は、 表 1 00 と表 1 0 1 の と お り であ る 。

表 1 0 0 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 村 名

昭和 4 9 年 9 月 1 7 日
(県告示第 778 号~第 780 号)

鳥取市及び米子市の一部

昭和 5 0 年 5 月 3 0 日
(県告示第 476 号~第 478 号)

倉吉市及び境港市の一部

昭和 5 4 年 7 月 6 日
(県告示第 575 号~第 577 号)

国府町、 郡家町及び 日 吉津村の一部
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表 1 0 1 騒音規制の区域の区分と 用途地域の関係

特定工場等にお いて発生す る騒音について規制す る区
域並びに 自動車騒音の限度に係 る 区域。

都中 。十画法に基づ く
用 途 地域 の 区 分

特定建設作業に伴っ
て発生する騒音につ
いて規制す る区域。用 途 地 域

第 1 種区域
良好な住居の環境を保全するため 、 特に静穏の保持

を必要とす る 区域。

第 1 種住居専用地域

第 1 号区域
媛髪種区域の う ち
学校、 保育所、 病院、
診療所、 図書館及び
特別養護老人ホ ー ム
の敷地の周囲約 8 0
m以内の区域を合繊

第 2 種住居専用地域

第 2 種区域
住居の用 に供されてい るため静穏の保持を必要とす

る区域。

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 3 種区域
住居の用 にあわせて商業工業等の用 に供さ れてい る

区域であ っ て 、 そ の区域内の住民の生活環境を保全す
るため騒音の発生を防止する必要があ る区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

第 4 種区域
主 と して工業等の用 に供さ れて い る区域であ っ て そ

の区域内の住民の生活環境を悪化させな いため 、 著 し
い騒音の発生を防止する必要があ る区域

工 業 地 域 第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

(注) 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境保全操、 関係市役所及び町村役場公害担当課に備え置

き 、 一般の縦覧に供 して い る 。

ア 工場、 事業場騒音

工場、 事業場騒音について規制の対象とな る のは 、 指定地域内にあ っ て 、 特定施長 く政令第 1

条) を長置 して い る工場及び事業場 (特定工場等と い う 。 ) であ る 。

特定工場等に は 、 規制基隼の遵守義務が課せ られてお り 、 知事 (指定地域市町村長に事務委任。

以下同 じ ) は 、 規制基準に適合 し な い こ と によ り 、 周辺の生活環境が損なわれる と認め る場合に、

。十画変更勧告や改善勧告、 更には改善命令を行 う こ とができ る 。

表 1 0 2 特定工場等において発生す る騒音についての規制基準

が昶職分 区分
暦 間
午前 8 時か ら ･
午後 7 時ま でノ

朝 夕
午前 6 時か ら午前 8 時まで、
午後 7 時か ら午後10時ま でノ

夜 間
午後10時か ら ･
翌 日 の午前 6 時ま でノ

第 1 種区域 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン 4 5 ホ ン

第 2 種区域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

第 3 種区域 6 5 ホ ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 4 種区域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ ン

<基準値は特定工場等 (騒音規制法施行令別表第 1 に定め る施設を装置す る工場 事業場) にお い

て発生す る騒音の特定工場等の敷地の境界線上におけ る大き さ 。 >
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イ 建設作業騒音

建農作業騒音について規制の対象とな る の は 、 指定地域内 にお いて 、 建長工事を施工する場合

に、 特定建設作業 (政令第 2 条) を伴 う作業であ る 。

特定建波作業には 、 届 出義務 (法第 1 4 条) が果せ られて い る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設

作業に伴い発生す る騒音が一定の規制基準に適合 しな い こ と によ り 、 生活環境が著 し く 損なわれ

る場合にお いて は、 必要な勧告、 命令の措置 (法第 1 5 条) を採る こ と ができ る 。

表 1 0 3 特定建農作業に伴 っ て発生す る騒音についての規制基準

き
-,.≦

① く い打機

( も んけん
を除 く 。 )

く い打機又
は く い打 く

い抜機を便

用す る作業
(圧入式及

びア ー ス オ

ー ガー を併

用す る作業
を除 く 。 )

②び ょ う 打
機を使用す
る作業。

③さ く 岩機
を使用す る

作業 ( 1 日
5 0 m以上

移動す る作
業を除 く 。 )

④空気圧縮
機 (電動で
な く 出力 1 5
KW以上の

も の ) を便

用す る作業
(さ く 岩機
の動力 と し

て使用す る

場合を除 く ふ

⑤ コ ン ク ノ
一 ト フo フ ン

K容量 0 45

孟以上) 又

はア ス フ ァ
ノレ ト フo フ ン

ト く容量 200

kg以上) を

設けて行 う

作業 (モル

タ ル製造す
る場合を除
く 0 )

適用除外
作業場所の
敷地境界線
か ら 3 0 m
の地点にお
け る騒音

8 5 ホ ンを

超えないこ と

8 0 ホ ンを

超えないこ と

7 5 ホ ンを

超えないこ と

7 5 ホ ンを

超えないこ と

7 5 ホ ンを

超えないこ と

作 業
禁止の
時間帯

1 号
区域

午後 7 時
~午前 7 時

午後 7 時
~午前 7 時

午後 9 時
~午前 6 時

午後 9 時
~午前 6 時

午後 9 時
~午前 6 時

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定

2 号
区域

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

作 業
時間の
長さ の
制 限

1 号
区域

1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 で完了する作
業、 災害の事態、
人の生命、 危険防
止

2 号
区域

1 日 14時間 1 日 14時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 14時間

連続 し
て作業

酪を
蝨る 日 愕誠一鴛誠

6 日間以内 6 日 間以内 6 日 間以内

1 か月 以内 1 か月 以内
災害、 非常事態、
人の生命、 危険防
止

2 か月 以内 2 か月 以内

作 業 を

禁止す る 日

日 曜 日

そ の他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

日 曜 日

その他の休
日

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定
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ウ 自動車騒音

騒音規制法では 、 自動車構造の改善によ り 自動車騒音の防止を図 るため、 環境庁長官が自動車

騒音の大き さ の許容限度を定め 、 こ れを道路運送車両の保安基準において担保する こ と と して い

る 。 ま た 、 指定地域内にあ っ て 、 市町村長が自動車騒音について 、 そ の測定 レベルが一定の限度

を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損なわれ る と 認め る と き は、 都道府県公安委員会に対 して

道路交通法の規定によ る措置を と るべき こ と を要。青 し 、 ま た必要に応 じ 、 道路管理者等に対 し 、

道路構造の改善その他の 自動車騒音の大き さ の減少に資す る 事項に関 し 、 意見を述べる こ とがで

き る 。

表 1 0 4 騒音規制法第 1 7 条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内におけ る 自動車騒音の限度

区 域 の 区 分
時 間 の 区 分

尽 間 朝 ･ 夕 夜 間

1 第 1 種区域の う ち 1 車線を有する道路に面する 区域 55ホ ン 50ホ ン 45ホ ン

2 第 2 種区域の う ち 1 車線を有する道路に面する 区域 60ホ ン 55ホ ン 50ホ ン

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線を有す る道路に面する区域 70ホ ン 65ホ ン 55ホ ン

4 鶴襲議ぴ第 2 種区域の う ち 2 車緩を超え る 車緩を有す る道路 75ホ ン 70ホ ン 60ホ ン

5 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 1 車線を有する道路に面する 区域 70ホ ン 65ホ ン 60ホ ン

6 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線を有す る道路に面す る区域 75ホ ン 70ホ ン 65ホ ン

7 鷄墾嬢掻び第 4 種区域の う ち 2 車筏を超え る車線を有する道略 80ホ ン 75ホ ン 65ホ ン

(3 ) 鳥取県公害防止条例 (昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日鳥取県条例第 3 5 号)

近時、 ビル等の増加に伴い冷房用の ク ー リ ングタ ワ ーの騒音が問題と な っ て い るが、 こ れを条例

によ り 騒音関係特定施没 (表 1 05 ) と して 、 昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制が行われてお り 、 規制地

域及び規制基隼は騒音規制法に準拠 してい る 。

表 1 0 5 鳥取県公害防止条例によ る 粁騒音関係特定施設の規模 範)

施 設 名 規 格

ク 一 ′ ン グタ ワ ー 送風機の原動機の定格出力が 0 . 7 5 キ ロ ワ ッ ト 以上の も の に限る 。

ま た 、 深夜の静穏を保持する ため 、 全県下の工場、 事業場のすべての事業活動に伴 う 深夜 (午後

1 0 時か ら翌日 の午前 6 時ま で) の騒音を昭和 4 7 年 4 月 1 日 か ら規制 して い る 。 事業活動すなわ

ち 、 物の製造、 加工に伴っ て発生す る騒音のほか 例えば飲食店を営む こ と によ っ て発生する音楽

放送、 バ ン ド演奏、 カ フ オ ケ及びき ょ う 声な どの騒音も含めて規制を行っ て い る 。
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表 1 0 6 鳥取県公害防止条例によ る深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

1難揚剣法第 3 条第 1 項の規定輻ついて指定さ れた第 3種胚域及び知事が別に定め 5 0 ホ ン

2 努議運Q法第 3 条第 1 項の規定に基づいて指定さ れた第 4 種区域及び知事が別に定め 6 5 ホ ン

3 1 及び 2 に掲げる区域以外の区域。 4 5 ホ ン

(4) 航空機騒音に係る環境基準

公害対策基本法第 9 条の規定に基づ く 、 ｢航空機騒音に係 る環境基準｣ については 、 昭和 4 8 年

1 2 月 2 7 日 付環境庁告示第 1 54 号に よ り 騒音に係 る環境上の条件につき 、 生活環境を保全 し 、 人

の健康の保護に資す る う えで維持する こ とが望ま し い航空機騒音に係 る基隼 (以下 ｢環境基隼｣ と

い う 。 ) と し て定め られて い る 。 (資料 7 )

本県にお いては、 鳥取市に鳥取空港 (管理者 . 鳥取県) と境港市に美保飛行場 (管理者 . 防衛庁、

共用飛行場) の 2 つがあ り 、 環境基準に基づ く 飛行場の区分は 、 鳥取空港の場合第 3 種空港に該当

す る飛行場であ るが、 離着陸回数が 1 日 当た り 1 0 回以下の飛行場であ る 。 ま た 、 美保飛行場の場

合は 、 自衛隊等が使用する飛行場であ り 、 第 2 種空港A に準ずる飛行場に該当する も のであ るが

両飛行場と も現在、 環境基準の地域の類型あて はめは行 っ ていない

2 特定施設等の届出状況

(1 ) 騒音規制法によ る特定施設の届出数

表 1 0 7 特定施長の種類別届出数
(昭和 5 9 年 3 月 3 1 日 現在)

種 類＼＼＼＼＼市、町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

1 金 属 加 工 機 械 1 5 8 1 1 5 6 6 1 7 4 3 6 0

2 空 気 圧 縮 機 等

3 土 石 用 破 砕 機 等

2 4 4 1 9 6 1 2 2 5 6 2 2 8 6 7 0 8

1 2 2 1 4

4 織 機

5 建設用 資材製造機械 2 6 3 1･I- ｣1l- 1 3

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械 4 6 1 2 2 4 5 6 3 2 2 2 4

8 抄 紙 機 2 1 6 9

9 印 刷 機 械 1 0 1 7 3 2 9 5 2 2 1 6

1 0 合成樹脂用射出成形機 9 1 0 1 2 0

1 1 鋳 型 造 形 機 1 1 1 1

。十 5 7 4 5 2 3 2 7 5 8 1 4 1 2 1 0 0 1 , 5 6 9

届 出 工 場 事 業 場 9 5 1 0 3 4 6 2 2 3 9 4 2 8 2
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( 2 ) 騒音規制法によ る特定建長作業の届出数

表 1 0 8 特定建設作業の種類別届出数

種 類 ＼＼~＼蓮町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

1 儀打機箋使用する 4 5 2 4 6 6 6

2 雅楽 う 打機を使用す る
-

3 柔 く 岩機を使用す る作 3 2 3 1 2 2 9

4 穰圧縮機を使用する ･14 ･惟‘- 3
- -

5

コ ン ク ノ ー ト プ フ ン ト

5 等を設けて行う 作業

- -

。十 8 7 6 5 1 1
一 l 一

1 0 0

(3 ) 鳥取県公害防止条例によ る騒音関係特定施設届出数

表 1 0 9 騒音関係特定施設届出数
(昭和 5 9 年 3 月 3 1 日 現在)

種 類 ＼＼＼＼市、町村名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 国府町 郡家町 日吉津村 合 。十

ク ー ノ ン グ タ ワ ー 2 0 8 1 7 9 3 4 1 7 5 4 4 4

届 出 事 業 場 1 2 3 1 1 5 3 1 1 4 3 2 8 6
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第 4 章 振 動

第 1 節 振動の現況

1 概 要

振動は 、 そ の発生源が生産工場、 建築 土木工事、 交通機関等が主体と な っ てお り 、 騒音と 同様に

感覚的、 かつ 、 心理的な要素が加わ り 、 不快感や気分がイ フ イ ラ す る等の 害を与え、 ま た 、 振動が

大き か っ た り 、 発生源が近接 して い る場合は、 壁、 タ イ ル等の ヒ ビ割れ、 屋根がわ ら のズ レ等の物的

被害を生 じ る 。 (表 1 1 0 )

昭和 5 8 年度の全苦情件数 171 件の う ち 、 振動苦情は 4 件 ( 2 % ) で発生源別に見る と 、 建築 土

木工事に伴 う も のが 3 件、 そ の他が 1 件 と な っ て い る 。

表 1 1 0 地震と振動 レベル

気 象 庁 震度 階 級 ( 1 9 4 9 年)

0 無感 ( No f ee l 1 ng )

人体に感 じ な いで地震。利こ 。己録さ れる程度

加速度 0 8 gal (55 (=; )以下

I 微震 ( sl 1 ght )

静止 して い る人や 、 特に地震に注意深い人だけに感ずる程度の地震

0 8 ~ 2 . 5 ga l (55 ~ 65 dB )

肛 軽震 (We 乏遠 )

大ぜいの人に感ずる程度の も ので、 戸、 障子がわずかに動 く のがわか る く ら いの地震

2 . 5 ~ 8 . 0 ga l (65 ~ 75 (証う )

m 弱震 ( Rathe r s t rong )

家屋がゆれ、 戸、 障子がガタ ガタ と 鳴動 し 、 電灯のよ う なつ り 下げ物は相当ゆれ器内の水

面の動 く のがわか る程度の地震

8. 0 ~ 25 . 0 ga l (75 ~ 85 (出 )

N 中震 (s t ro ng )

家屋の震動が激 し く 、 すわ り の悪い花びんな どは倒れ、 器内の水はあふれ出 る 。 ま た 、 歩

いて い る人に も感 じ られ 、 多 く の人々 は戸外に飛び出す程度の地震
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25 . 0 ~ 80 0 gal (85 ~ 95 証弐 )

V 強震 ( Very st r ong )

壁に割 目がはい り 、 墓石、 石ど う ろが倒れた り 、 煙突、 石垣な どが破損す る程度の地震

80 0 ~ 250 o gal (95 ~ 105 (出 )

切 烈震 ( D 1 s astrous )

家屋の倒壊は 3 0 %以下で山 く ずれが起き地割れを生 じ 、 多 く の人々 はすわ っ て い る こ と

ができ な い程度の地震

250 . 0 ~ 400 . 0 ga l ( 1 05 ~ 1 1 0 証3 )

W 激震 (Very D i s as t rous )

家屋の倒壊が 3 0 %以上におよ び、 山 く ずれ、 地割れ、 断層な どを生ずる 。

400 . 0 g a l ( 1 1 0 証3 )以上

(注) ga 1 と 塒 と の換算は周波数が 4 ~ 8 Hz と仮定 し 、 1 g a l = l cmイs 2 = 0 0 1 mイs 2の関係

か ら振動 レベルを求めたo な お 、 本表の加速度値は ピー ク 値であ る o 鮫 洲

2 各種振動測定調査結果

田 道路交通振動識査

環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の行事の一つ と して 、 鳥取市 6 地点、 倉吉市 3 地点、 米子市 6 地

点、 及び境港市 3 地点。十 1 8 地点において道路交通振動測定を し併せて 自動車台数 (原付 自動二輪

車以上) を搦査 した 。 (表 1 1 1 )

こ の巍査は振動規制法に基づ く 測定方法で行い 、 そ の 8 0 パーセ ン ト レ ン ジの上端値の平均値で

見れば、 鳥取市 4 2 ~ 4 9 デシベル (以下 宛旧 ｣ と 。己す。 ) 、 倉吉市 4 3 ~ 5 5 証; 、 米子市 4 7 ~

5 0 渡3 、 境港市 4 0 ~ 4 8 (塒であ り ~ いずれの地点において も振動規制法第 1 6 条に基づ く 指定地

域内にお け る道路交通振動の限度と比較すれば限度以下であ る 。

(2 ) 環境振動実態調査

昭和 5 8 年度中に 、 振動規制法に基づ く 規制地域の指定を行 っ て い る 4 市 ( 1 6 地点) 及び港湾

埋立て事業に伴 う 振動監視地点 1 市 ( 4 地点) 。十 4 市 ( 2 0 地点) で実施 した巍査結果は表 1 1 2 の

と お り であ る 。

凋査結果をみ る と 、 いずれの地点において も 、 振動規制法第 1 6 条に規定する指定地域内におけ

る道路交通振動の限度以下であ る 。
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表 1 1 1 環境週間行事におけ る道路交通振動測定圏査結果

測 定 地 点 所 在 地

道 路 が

有 す る

車 線 数

道 路 交 通 振 動 総車両通過台数 昭 和 5 4 年 ~ 5 8 年 の 経 年 変 化 ( 平 均 値 )

振 動 レ ベ ル
〔 8 0 % レ ン ジ
上端値 証3 〕

道路交通振動
の限度
〔 8 0 % レ ン ジ
上端値 dB 〕

授域窕

最 高

(大型車)

(台/10
分間)

最 低

(大型車)

(台/10
分間)

平 均

(大型車)

(台/ 10
分間)

道路交通振動 〔 8 0 % レ ン ジの上端値 証3 〕 総車両通過台数 (大型車)
(台/10分間)

最高値最低値平均値 54年度 55年度 56年度 57年度 58年度 54年度 55年度 56年度 57年度 58年度授域窕

鳥取市
鳥 取 駅 前

永 楽

温 泉 町

2 車 線

を こ え る
5 1 4 6 4 8 第 2 種 7 0 1 58 ( 1 4) 1 1 1 ( 1 2) 1 40 ( 1 4) 5 0 4 8 4 6 4 6 4 8 1 34 ( 8) 1 40 ( 7) 1 33 ( 1 7)

莢

7 1 ( 8) 140 ( 1の

日 交 旅 行

セ ン タ ー 雨

末 広

温 泉 町

2 車 線

を こ え る
5 1 4 4 4 9 イン メソ 246 ( 1 9) 1 83 ( 8) 205 ( 1 3) 4 4 4 8 4 8 4 8 4 9 1 74 ( 28) 341 ( 28) 206 ( 1 7 )

※

78 ( 5) 2 05 ( 1 3)

県 庁 前 東 町
2 車 線

を こ え る
4 5 4 2 4 4 ‘ゾ れソ 166 ( 2 1 ) 1 29 ( 1 1 ) 1 52 ( 14) 4 4 4 4 4 3 4 7 4 4 1 30 ( 1 4) 143 ( 14) 1 33 ( 1 3 ) 145 ( 18) 1 52 ( 14)

｢大 村 薬 局 前 片 原 2 車 線 4 9 4 5 4 7 イン " 1 7 1 ( 4) 96 ( 2) 1 38 ( 3 ) 4 3 4 5 4 6 4 4 4 7 1 60 ( 8) 1 62 ( 8) 1 50 ( 4)
※

6 1 ( 0) 138 ( 3)

鳥 取 警 察 署

附 近
青 葉 町 2 車 線 4 3 4 0 4 2 第 1 種 6 5 324 ( 1 0) 272 ( 1 0) 295 ( 1 8) 3 9 4 4 4 0 4 5 4 2 294 ( 24) 2聡 く 1 9 ) 3 08 (23) 283 (29) 295 ( 1 8)

面 谷 外 科 前 吉 方 町
2 車 線

を こ え る
4 8 4 2 4 6 メソ れソ 222 ( 23) 1 43 ( 6) 1 89 ( 17 ) 4 3 3 9 4 8 4 6 177 ( 1 0) 1 80 ( 1 5 ) 1 83 ( 17 ) 1 89 ( 1 7)

米子市
米 子 駅 前 明 治 町

2 車 線

を こ え る
5 0 4 6 4 8 第 2 種 7 0 1 30 ( 8) 102 ( 7) 1 1 8 ( 6) 5 3 5 2 5 3 5 0 4 8 188 (2 2) 192 (2 1 ) 188 (20 ) 1 17 ( 4) 1 18 ( 6)

中 国 電 力 前 加 茂 町
2 車 線

を こ え る
5 2 4 8 4 9 イン れソ 270 (38) 228 ( 2 7) 246 (33) 5 2 5 0 5 0 5 1 4 9 3 28 (40) 3 56 (45) 3 65 ( 53) 256 (33 ) 246 (33)

明 治 生 命 前

｢

角 盤 町
2 車 線

をこ え る
4 9 4 5 4 7 れソ メソ 377 ( 59) 245 ( 25) 3 13 (35) 5 1 4 6 4 8 5 2 4 7 304 (40) 3 33 (43 ) 36 1 (43) 30 2 (3 1 ) 3 1 3 (35)

消 防 署 附 近

(理容セ ンス前)
富士見町

2 車 線

を こ え る
5 0 4 3 4 7 れソ イン 292 ( 1 3) 1 79 ( 1 1 ) 247 ( 14) 4 8 4 8 5 0 4 5 4 7 270 (24) 263 (20) 242 (23 )

※

1 27 ( 5) 247 ( 14)

鳥 取 銀 行

米 子 支 店 前
西 福 原

2 車 線

を こ え る
5 2 4 9 5 0 !′ イン 3 61 (22) 33 1 (30) 347 ( 27 ) 5 3 4 9 5 1 5 0 5 0 360 (34) 377 (36 ) 349 (43 )

※

205 ( 1 2 ) 347 (27)

隠 樹 建 築

事 務 所 前
米 原

2 車 線

を こ え る
4 9 4 4 4 7 第 1 種 6 5 527 ( 22) 302 (40) 366 ( 35 ) 4 3 4 4 4 5 4 7 3 26 ( 36) 264 ( 32 )

※

1 75 ( 1 2) 366 (35)

倉吉市
打 吹 駅 前 明 治 町 2 車 線 4 6 4 2 4 3 第 2 種 7 0 1 3 1 ( 5) 86 ( 4) 1 0 1 ( 6) 4 5 4 0 4 3 4 3 4 3 96 ( 8) 99 ( 9) 1 2 1 ( 8) 94 ( 7) 1 0 1 ( 6)

倉吉駅前通 り 上 井
2 車 線

を こ え る
5 6 5 3 5 5 れソ メソ 323 ( 14) 1 68 ( 1 3) 238 ( 17) 4 8 4 9 5 2 4 9 5 5 226 (2 6) 228 ( 18) 2 3 1 (20) 258 ( 16) 238 ( 17)

宮 川 町

ロ ー タ ノ ー
宮 川 町

2 車 線

を こ え る
4 8 4 6 4 7 れソ メソ 2 46 ( 5) 177 ( 4) 2 1 0 ( 6) 4 9 4 6 4 6 4 8 4 7 1 90 ( 16 ) 2 23 ( 15) 2 1 5 ( 1 0) 190 ( 7 ) 2 10 ( 6)

境港市
鳥 取 銀 行

境 港 支 店 前
上 道 町 2 車 線 5 0 4 5 4 7 第 1 種 6 5 1 23 ( 1 6) 1 03 ( 8) 1 1 1 ( 1 1 ) 4 4 4 8 4 7 4 9 4 7 1 1 8 ( 1 4) 1 29 ( 1 2) 1 02 ( 1 2) 1 1 6 ( 1 0 ) 1 1 1 ( 1 1 )

境港公民館前 湊 町 2 車 線 5 3 4 2 4 8 んソ イン 1 1 1 ( 20) 84 ( 9) 1 00 ( 1 1 ) 5 0 5 0 4 9 4 5 4 8 1 1 2 ( 1 2) u3 ( 1 2) 1 第 ( 1 3) 97 ( 9) 1 00 ( 1 1 )

山陰合同銀行

※ 1境西支店前
外 江 町 2 車 線 4 2 3 8 4 0 れソ ハソ 72 ( 8) 56 ( 7) 64 ( 8) 4 1 3 9 4 1 3 7 4 0 62 ( 6) 59 ( 6) 54 ( 5) 52 ( 3 ) 64 ( 8)

(注) 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時までの 2 時間お き 5 回の測定

( ) 内 は大型車数を示す。

※ 1 は昭和 5 6 年ま では中国電気工事境港出張所前

※印は、 片側車線の車両台数
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表 1 1 2 昭和 5 8 年度 環境振動凋査結果

地区測定月日 測 定 場 所 所 在 地 道 路 名 車線数
測定値80
% レ ン ジ

の上端値
( dB )

大 通 量

(台/1 0分間
(大型車)

道路交通振
動の限度80
% レ ン ジの

上端値ぐ証刃

昼間夜間 昼間 夜間
殴

粉

限度“dB

昼間夜間

鳥取市9月7日
山 の 手 セ ン タ ー 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 2 4 2 3 3 1 75

( 1 2)

140

( 5)

1上 65 l 60
ん7

んソ

鳥 取 市 文 化 ホ ー ル 前 吉方温泉町 県 道 福 部 鳥 取 線 2 4 9 I 4 1 145

( 6)

53

( 2)

2 70 - 65
んソ

んソ

喫 茶 ｢ ぱ る う あ ｣ 前 田 園 町 国 道 2 9 号 2 4 5 3 9 246

( 1 7)

83

( 8)

2 70 I 65
れソ

れソ

鳥 取 ス ト ア 前 天 神 町 国 道 5 3 号 4 4 9 - 4 4 238

( 1 9)

1 1 4

( 7)

2 70 ′ 65
れソ

れソ

倉吉市9月1 4日
倉 吉 ホ ー ム 電 業 前 大 正 町 国 道 3 1 3 号 2 4 1 3 1 100

( 1 1 )

35

( 2)

1･I- 65 - 60
中 部 医 師 会 館 前

乙ソ

善 正 寺 前 河 原 町 国 道 3 1 3 号 2 4 3 I 3 6 1 00

( 6)

66

( 3)

1I- 65 I 60

" 境内
"

倉 吉 西 中 学 校 裏 秋 喜 県道倉吉赤碕中山線 2 3 7 l 2 7 57

( 6)

27

( 2)

11- 65 - 60

倉 吉 西 高 グ フ ン ト 横 れソ

中 国 電 気 工 事 前 八 尾 国 道 1 7 9 号 4 4 4 3 5 244

(25)

1 26

( 7)

2 70 I 65

倉 吉 市 農 協 支 所 前 イン

米子市9月字聡日
戸 口 田 医 院 前 上 福 原 県 道 皆 生 西 原 線 4 3 6 1 3 2 1 54

( 9)

57

( 3 )

｣1I- 65 i 60
" 袰 れソ

田 辺 外 科 医 院 前 道 笑 町 国 道 1 8 1 号 2 4 2 3 9 1 82

( 24)

9 1

( 1 3)

2 70 - 65
建 設 省 職 員 宿 舎 前 れソ

高 野 産 業 第 二 車 庫 前 紙 園 町 国 道 9 号 2 4 4 4 0 23 1

( 34)

1 14

( 17)

2 7O l 65

鉄 道 宿 舎 裏 れソ

建 設 省 米 子 出 張 所 前 車 尾 国 道 9 号 4 5 1 I 4 7 307

(44)

1 82

( 23)

2 70 l 65

" 袰 れソ

境港市9月節日9月2 6日
境 公 民 館 前 湊 町 県 道 米 子 境 港 線 2 5 4 I 4 3 1 04

( 1 1 )

37

( 2)

1 65 拗
境 小 学 校 裏 れソ

山 陰 合 銀 境 西 支 店 前 外 江 町 県 道 米 子 境 港 線 2 4 3 l 3 1 66

( 7)

28

( 1 )

1 65 1 60

松 本 進 宅 前 メソ

順 天 堂 ハ ウ ジ ン グ フ ン ト 前 東 本 町 県 道 境 港 線 2 3 8 - 3 1 40

( 2)

1 2

( 0 )

2 70 } 65

" 袰 れソ

都 田 水 産 前 上 道 町 国 道 4 3 1 号 4 4 4 I 3 5 1 1 2

( 1 6)

67

( 4)

2 70 - 65

" 畏 乙ソ

r
北 陽 タ イ ヤ サ ー ビ ス 前 竹 内 町 国 道 4 3 1 号 4 4 3 t 3 2 187

( 27)

9 1

( 5)

2 70 t 65

安 達 正 治 宅 苗 れソ

浜 田 フ ロ ノ ク 工 業 前 メソ 国 道 4 3 1 号 4 4 5 1半4 14I8

( 20)

62

( 6)

2 7o - 65
〃 袰 んソ

武 良 水 産 加 工 場 前 高 松 町 国 道 4 3 1 号 4 4 7 3 5 1 37

( 25)

69

( 7)

1 65葹o
鈴 木 豊 徳 宅 前 んソ

工 業 試 験 場 入 口 新 屋 町 国 道 4 3 1 号 4 3 9 ' 3 2 1 32

( 1 6 )

6 1

( 3 )

1 65 l 60

、 " 内 乙ソ

(注) 1 . 時間区分 振動 昼間 : 午前 8 時~午後 7 時、 夜間 : 午後 7 時~翌 日 の午前 8 時
2 . 測定時刻 午前 5 時、 7 時、 1 0 時、 午後 4 時、 7 時、 1 0 時
3 . 振動の昼間 ･ 夜間の測定値は各時間区分の平均値であ る 。
4 . 交通量は 、 自動二輪車以上の道路に面す る地点の通過車両台数であ る 。 上段は総数、 下
段 ( ) は大型車台数 。
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第 2 節 振動の防止対策

1 法に よ る規制

(1 ) 振動規制法

振動規制法 (昭和 5 1 年 1 2 月 1 日 施行) では 、 都道府県知事が振動を防止する こ と によ り 住民

の生活環境を保全する必要があ る と 認め る地域を指定 し 、 こ の地域内において 、 工場及び事業場に

お け る事業店動並びに建設工事に伴 っ て発生する相当範囲にわた る振動 (法第 2 条) につ いて必要

な規制を行う と と も に 、 道路交通振動に係る要請の措置を定め る こ と な どに よ り 、 生活環境を保全

し 、 国民の健康の保護に資す る こ と と して い る 。

本県におけ る地域指定状況は表 1 1 3 と表 1 14 の と お り であ る 。

表 1 1 3 地域指定状況

告 示 年 月 日 地 域 指 定 市 町 村 名

昭和 5 3 年 6 月 9 日
(県告示第 531 号~第 533 号)

鳥取市、 米子市、 倉吉市及び境港市の一部

昭和 5 9 年 4 月 2 7 日
(県告示第 360 号~第 362 号)

国府町の一部

表 1 1 4 振動規制の区域の区分 と用途地域の関係

特定工場等において発生する振動について規制す
る区域並びに道路交通振動の限度に係る区域

都市。十画法に基づ く
用途地域の区分

特定建設作業に伴 っ て
発生する振動について
規制する 区域

第 1 種区域
良好な住居の環境を保全す るため 、 特に静穏の

保持を必要とす る区域及び住居の用 に供さ れて い
る ため 、 静穏の保持を必要とす る区域

第 1 種住居専用地域

第 1 号区域
(工業地域の う ち 、 学
校、 保育所、 病院、
診療所、 図書館及び
特別養護老人ホ ー ム
の敷地の周囲約 8 0
m以内の区域を含む)

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 2 種区域
住居の用 に併せて商業、 工業等の用 に供さ れて

い る区域であ っ て 、 その区域内の住民の生活環境
を保全す る ため 、 振動の発生を防止す る必要があ
る区域及び主と して工業等の用 に供さ れてい る区
域であ っ て 、 その区域内の住民の生活環境を悪化
させな いため、 著 し い振動の発生を防止す る必要
があ る区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域 第 2 号区域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

(注) 規制の区域を示す図面は 、 県庁環境保全課、 関係市役所及び町村役場公害担当課に備え置き 、

÷彗艘の縦覧に供 して い る 。
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ア 工場、 事業場振動

工場、 事業場振動について規制の対象と な る のは 、 指定地域内にあ っ て 、 特定施設 (政令第 1

条) を没置 して い る工場及び事業場 (特定工場等 と い う 。 ) であ る 。

特定工場等には、 規制基準の遵守義務が課せ られてお り 、 知事 (指定地域市町村長に事務委任。

以下同 じ 。 ) は規制基準に適合 しな い振動を発生する こ と によ り 周辺の生活環境が損なわれ る と

認め る と き は 、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善等の勧告及び改善命令を行う こ とができ る 。

表 1 1 5 特定工場等にお いて発生す る振動についての規制基準

区域の区＼分＼~薹閭の区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時ま で)
夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時ま で)

第 1 種 区 域 6 0 ブ、 シベノレ 5 5 デシベル

第 2 種 区 域 6 5 ブシベル 6 0 デシベル

〔基準値は特定工場 (振動規制法施行令別表第 乾こ定め る施設を設置す る工場 事業場) にお いて

発生す る振動の特定工場等の敷地の境界線上におけ る大き さ 。 〕

イ 建設作業振動

建設作業振動について規制の対象と な る のは 、 指定地域内 にお いて 、 建設工事を施工する場合

に 、 特定建設作業 (政令第 2 条) を伴 う 作業であ る 。

特定建農作業には 、 届 出義務が課せ られて い る 。 ま た 、 市町村長は、 特定建設作業に伴い発生

す る振動が一定の基隼に適合 しな い こ と によ り 、 周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と認め る と

き は 、 振動の防止の方法等に関 し 、 改善勧告及び改善命令を行う こ とができ る 。
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表 1 1 6 特定建設作業に伴 っ て発生す る振動についての規制基準

穣
葉
場

勢
目

①く い打機く も
んけん及び圧
入式 く い打機
を除 く 。 ) く
い抜機 (油圧
式 く い抜機を
除く 。 ) 又は
く い打 く い抜
機 (圧入式 く
い打 く い抜機
を除 く 。 ) を
使用す る作業

②鋼球を使用
して建築物そ
の他の工作物
を破壊する作
業

③舗装版破砕
機を使用する
作業 (作業地
点が連続的に
移動す る作業
にあ っ ては 、
1 日 にお け る
当該作業に係
る 2 地点間の
最大距離が50
メ ー ト ルを超
えな い作業に
限る 。 )

④ブレーカー (手
持式の ものを除
く 。 ) を使用す
る作業 (作業地
点が連続的に移
動する作業にあ
っ て は 、 1 日 に

お け る当該作業
に係る 2 地点間
の最大距離が50
メ ー ト ルを超え
な い作業に限る。)

適 用 除 外

作業場所の敷
地境界線振動

75デシベルを
超えない こ と

75デ シベルを
超えな い こ と

75 ブ シベルを
超えな い こ と

75デシベルを
詔支 な い こ ナ

作業禁止

の時間帯

錫
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時
午後 7 時~

午前 7 時

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運行、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定錫

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

午後 1 0 時~
午前 6 時

作業時間
の長さ の
制 限

1 号
反域

1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 1 日 1 0 時間 災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止姦盪 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間 1 日 1 4 時間

連続 して
作業する
こ と ので
き る 日数 愕囮鰭 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止

作 業 を 禁 止

す る 日

日曜 日 、

そ の他の休 日

日曜 日 、

その他の休日

日曜 日 、

その他の休 日

日 曜日 、

そ の他の休 日

災害、 非常の事態、
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運行、 電業法の必
要作業、 道路法及
び道交法の 占用及
び許可の時、 そ の
袖グM大 ロ キ鼾津

ウ 道路交通振動

振動規制法では、 指定地域内にお いて 、 市町村長が道路交通振動についてその測定 レベルが一

定の限度を超え 、 道路周辺の生活環境が著 し く 損なわれる と 認め る と き は 、 道路管理者に対 し道

路交通振動の防止のための舗装、 維持又は修繕の措置を要請 し 、 又は都道府県公安委員会に対 し

道路交通法の規定によ る措置を執るべき こ と を要請す る こ と がで き る 。

表 1 1 7 振動規制法第 1 6 条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内におけ る道路交通振動の限度

区域の國分＼監鼬控区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時まで)
夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時まで)

第 1 種 区 域 6 5 ブシベル 6 0 デ~シベノレ

第 2 種 区 域 7 0 デシベノレ 6 5 デ シベル
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2 特定施設等の届出状況

( 1 ) 振動規制法によ る特定施設の届出数

表 1 1 8 特定施設の種類別届出数
(昭和 5 9 年 3 月 3 1 日現在)

施没の種類、、~＼~＼＼、＼＼･~、~- 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 。十

1 金属加 工 機械

イ . 液 圧 プ レ ス 2 2 1 3 2 6 4 6 5

ロ . 機 械 プ レ ス 1 6 3 7 8 2 7 2 5 9

ハ. せ ん 断 機 1 4 1 5 2 8 1 5 7 2

一. 鍛 造 機 3 1 6 6 2 5

ホ. ワ イ ヤーフ ォ ー ミ ン グマ シン

小 。十 2 0 2 5 1 1 4 2 2 6 4 2 1

2 圧 縮 機 4 2 8 0 7 8 4 2 0 4

3 破 砕 機 等

破 砕 機

摩 砕 機 1 2 1 2

ふ る い せ.▲ ･1｣-

分 級 機

小 。十 1 2 1 1 3

4 織 機

5 充多クチシて羞

コ ン ク ノ ー ト ブ ロ ソ ク マ シ ン 2 3 5

コ ン ク ノ ー ト 管 製造機械及び
コ ソ ク j - ト 柱 製 造 機 械

小 計 2 3 5

6 木材加 工 機 械

イ . ド フ ム ノ ミ ー カ ー 3 1 4

盲 チ ' パ - 3 6 3 2 1 4

小 。十 3 9 4 2 1 8

7 印 刷 機 械 4 8 1 6 9 5 7 8

8 ゴム練用又は合成樹脂練用 ロ ール機

9 合成樹脂用射出成形機 1 1 1 2 2 3

1 0 鋳 型 造 型 機 9 9

。十 3 2 0 1 6 9 2 4 5 3 7 7 7 1

届 出 工 場 事 業 場 4 4 4 7 2 4 2 1 1 3 6

(2 ) 振動規制法によ る特定建没作業届出数

表 1 1 9 特定建設作業の種類別届出数
(昭和 5 8 年度中)

種 類 ＼＼＼＼＼ 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 。十

1 く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 1 3 5 3 5 6 7 7

2 鋼 球 を 使 用 し て 破 壊 す る 作 業

3 舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 5 2 7

4 フ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 1 1 9 1 2 1

。十 1 4 7 7 6 8 1 0 5
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